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１ 消費者の視点に立った消費者行政の推進について 
 

（要 旨） 

近年、国産品、輸入品を問わず食品の偽装表示や悪質商法、欠陥商品

による事故など、消費生活の最も基本であるべき安全・安心への信頼が

裏切られるような状況が発生しております。 

これは国家的な危機管理の問題であり、安全で安心な暮らしの実現は

国民の切実な要請であります。 

そのため消費者庁が、より一層のリーダーシップを発揮し、地方と一

体となって国民の要請に応えるとともに、機能の充実が必要であります。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 食の安全・安心を確保するため、昆布巻き等の水産加工品をはじめ

とするＪＡＳ法の適用となっていない加工食品の原料原産地表示の対

象品目の拡大、輸入食品の監視・検査体制や被害拡大防止体制の充実

など早急な総合対策を講じること。 
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２ 地方債の充実及び改善等について 
 

（要 旨） 

地方債については、１．１兆円規模の公的資金の補償金免除繰上償還

の措置が平成２４年度まで延長され、地方自治体の公債費負担の平準化

が可能になるなど、一定の改善が図られたところであります。 

しかしながら、北海道内各都市自治体の財政状況は、依然として公債

費比率が高いことに加え、景気の低迷により地方税が大幅な減収となっ

ており、引き続き厳しい財政運営を余儀なくされております。 

このような状況の中で、各都市自治体では特に公共施設については、

延命改修工事や老朽公共施設の解体に財源的に対応できない状況にあり

ます。 

 つきましては、地方財政の健全性を確保するため、地方債に係る次の

事項について、強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 地方債については、平成２３年度以降も引き続き、生活関連社会資

本等の整備を推進するため、地方債総額を確保するとともに、長期・

低利の良質な公的資金を安定的に確保すること。 

 

２ 大規模な改修工事には該当しないが、通常の維持管理を超える公共

施設等の延命改修工事を起債対象とすること。 
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３ 人口減少及び行財政改革等により供用廃止となった老朽公共施設の

解体にあたっては、環境の悪化、倒壊の危険性・防犯上の観点から地

域住民生活への影響を考慮し、後年次の負担が軽減される等の一定の

条件に基づき、行革債のメニューの拡充や特例債の創設などにより起

債措置の拡充を図ること。 

 

４ 第三セクター等改革推進債については、短期的に財政運営を圧迫し

ないよう、長期の償還計画が可能な枠組みとするとともに、国の財政

支援措置の拡充を図ること。 
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３ 寄附金税制の拡充に伴う取扱いについて 
 

（要 旨） 

平成２０年度税制改正において、「ふるさと」に対し貢献または応援を

したいという納税者の思いを実現する観点から、地方自治体に対する寄

附金税制の拡充が図られたところであります。 

寄附金の受け入れにあたっては、各自治体においてこの制度を積極的

に活用するために、周知・広報に努めているところですが、寄附者の利

便性向上を図るため、コンビニエンスストア等で寄附金の収納ができる

ようにするとともに、申告手続きを簡素化することが重要であります。 

 つきましては、次の事項について、強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 地方自治体の歳入に係わる寄附金について、収納事務を委託できる

ようにすること。 

 

２ ふるさと納税制度においては、寄付金控除に関する申告手続の負担

軽減等を図ること。 
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４ 平成 22 年度税制改正に伴う各種制度の 

影響について 
 

（要 旨） 

子ども手当の創設・高校の実質無償化に伴い、平成２２年度税制改正

において、所得税・個人住民税に係る年少扶養親族に対する控除及び特

定扶養親族に対する上乗せ部分の控除が廃止されたところであります。 

現在、国では税制調査会等において、この控除廃止により影響が生じ

る各種制度について、見直しが検討されているところですが、地方自治

体の財政負担にならない仕組みを構築することが必要であります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 平成２２年度税制改正において、所得税・住民税の扶養控除や特定

扶養控除が廃止・縮小されたのに伴い、保育料や児童扶養手当など子

育て世代を中心としたサービスにおける市民負担が増加することから、

地方自治体に財政負担を転嫁することなく、国において適切な負担基

準の見直しや激変緩和措置等を講じること。 
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５ 国政選挙等に係る執行経費の確保について 
 

（要 旨） 

平成２２年７月に行われた第２２回参議院議員通常選挙の執行経費に

ついては、これまでに比して概算交付額が大幅に削減されたところです。 

このため、各市町村においては、人員配置の減や物件費について経費

の節減に努めたところですが、今回の概算交付額では対応できない状況

が生じております。国会議員の選挙等に要する経費は、地方財政法上、

地方自治体が負担する義務を負わない経費であります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 国政選挙等に係る執行経費については、地方財政法の趣旨に鑑み、

大幅な削減を行うことなく、市町村に超過負担を生じないよう所要額

を適切に措置すること。 
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６ 新たな情報通信技術戦略の推進について 
 

（要 旨） 

国における情報通信技術の推進に関しては、これまで e-Japan 戦略

など様々な事業が打ち出されてきており、情報通信のネットワークは、

他の公共基盤と同様、産業・社会全般にとって不可欠な活動基盤となっ

ています。 

広大な面積を有する北海道では、特に過疎地域などエリアカバーが低

水準の地域も多く、現状では必ずしも十分な成果が得られていないこと

から、光ファイバーによる基盤整備等を通じて、地域の安全・安心の確

保、産業の活性化、地域振興などの推進を図る必要があります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 新たな情報通信技術戦略の推進にあたっては、条件不利地域にお

ける携帯電話の不感地域の解消や未整備であるブロードバンド環

境等の情報通信基盤について、ユニバーサルサービス制度の位置づ

けとし、市町村の負担を求めることなく、基盤整備を図ること。 

 

２ 条件不利地域において市町村が整備し、民間事業者に貸し出して

運営しているブロードバンド通信基盤については、通信事業者に無

償譲渡し、当該事業者の責任で運営・更新が行うことができる特例

措置を創設し、条件不利地域と都市部との負担の格差の解消を図る

こと。 
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７ 地上デジタル放送の対応について 
 

（要 旨） 

 平成２３年７月に地上デジタル放送へ移行となりますが、北海道にお

ける地上デジタル対応世帯は、平成２２年３月末で 8３．6％であり、

移行時までに全世帯が対応できるかが大きな課題となっております。 

また、ビル陰等にかかる共聴施設への対応が懸念されるほか、市町村

別ロードマップにおける「新たな難視聴世帯」に対応する施設整備が急

務となっております。 

 つきましては、広域分散型の地域社会により構成されている北海道の

実情をご理解いただき、次の事項について適切な措置が講じられるよう

強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 地上デジタル放送完全移行までに、これまで取り組んできた視聴者

等への周知や難視聴対策などのほか、新たな難視聴世帯やビル陰等に

かかる共聴施設への対策、低所得世帯への専用デジタルチューナー設

置の拡充など、全ての国民が等しく地上デジタル放送を受信できるよ

う、国が万全の対策を講じるとともに、引き続き必要な予算を確保す

ること。 

  また、共聴施設等の環境整備にあたっては、住民負担の格差が生じ

ないよう、国において必要な対策を講じること。 
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８ 消防救急無線のデジタル化について 
 

（要 旨） 

  消防救急無線のデジタル化については、国の通信政策により、平成 

２８年５月末までに移行することとされています。 

 この移行にあたっては、従前の無線機器を全面的に更新しなければな

らないなど多額の整備費用が必要となり、厳しい財政状況が続く、市町

村にとって大きな負担となっております。 

 つきましては、消防救急無線のデジタル化を円滑に推進するため、次

の事項について適切な措置が講じられるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 消防救急無線のデジタル化に伴う整備については、多額の費用がか

かることから、国の責任において新たな補助金を創設するなど、更な

る財政措置を講じること。 
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９ 北方領土の早期返還について 
 

（要 旨） 

  北方領土問題は、我が国における戦後最大の懸案事項であり、北方四

島の返還実現は元島民はもとより全国民の多年にわたる悲願であります。 

 これまでも領土の返還促進運動を展開しておりますが、様々な課題が

山積し、未だ解決に至っておりません。 

 忘れることの出来ない、道民の命を失う銃撃・だ捕事件の発生や、返

還要求運動の中心を担ってきた元島民の高齢化も進んでいることから、

一刻も早い領土返還に向けた戦略的環境づくりのための事業等を推進す

ることが必要であります。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 一日も早い領土問題の解決と平和条約締結に向け、国内外世論の喚

起に努めつつ、強力な外交交渉を行うなど、引き続き最大限の努力を

すること。 

 

２ 北方領土問題に係る啓発活動を強化するとともに、返還運動を次の

世代に引き継いでいくため、青少年教育と後継者育成に努めること。 

 

３ 早期返還に向けた戦略的環境づくりのため、北方四島交流事業をは

じめ、北方墓参、自由訪問などの交流等事業を着実に推進すること。 

 

４ 北方領土周辺海域における安全操業の実現について万全を期すこと。 
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10 地域医療の確保について 
 

（要 旨） 

 都市自治体においては、官民をあげて地域医療の確保に努めてきたと

ころでありますが、卒後臨床研修制度の影響や開業医志向の高まりなど

により、医師の地域偏在や特定診療科の医師不足が進行しております。 

特に自治体病院等では、医師確保が極めて困難な状況にあり、診療科

の休止・診療日数削減や入院患者の受け入れ停止、分娩中止など、医療

サービスの提供が危機的状況になっております。 

 国においては、これまでの緊急医師確保対策をはじめ、医師不足の解

消や地域医療の再生に向けて取組んでいるところですが、医師不足等の

問題解消には時間を要することもあり、依然として大きな課題となって

おります。 

 つきましては、都市自治体としては、引き続き自ら地域医療の確保に

努めることはもちろんでありますが、地域医療を担う医師の確保・養成

等、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 産科医・小児科医等をはじめとする医師、看護師等の不足の解消や

地域ごと・診療科ごとの医師偏在の是正を図るため、国の主要施策で

ある「地域医療の再生」等を実効あるものとし、地域が必要とする医

師等の養成に向けた取組みを着実に推進すること。 

  また、臨床研修医制度の導入による影響をふまえた医師不足地域で

の一定期間の勤務の義務付けなど、地域医療の確保につながるよう早

急に制度の改善を図ること。 
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２ 自治体病院をはじめ公的病院については、地域の実情に応じた医療

が確保できるよう、十分な財政措置を講じること。 
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11 医療保険制度の抜本改革について 
 

（要 旨） 

我が国における医療保険制度は、高齢社会の急速な進展等により、老

人医療費が増大する一方で、低経済成長への移行等によって、保険料収

入は伸び悩み、その収支に不均衡をきたすなど、各医療保険制度とりわ

け国民健康保険は厳しい財政状況に置かれております。 

国においては、現行の後期高齢者の医療制度を廃止の上、平成２４年

度末を目標として、新たな医療保険制度を創設することとしております。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記  

 

１  後期高齢者医療制度に代わる高齢者医療制度改革の検討にあ

たっては、現行制度が一定の定着を見ていることから、被保険者

をはじめ現場に大きな混乱が生じることがないよう、市町村の意

見を十分聞くこと。 

 また、医療保険制度については、すべての国民を対象とする一

本化を実現するべきであり、その過程においては国民健康保険を

含め都道府県単位の広域化を早急に検討すること。 

 

２ 新たな医療保険制度に移行するまでの間、次の措置を講じる 

こと。 

(1) 国民健康保険については、国保と被用者保険との制度間にお

ける財政格差を「年齢構成」及び「所得状況」を要因として調

整する仕組みを導入すること。 
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(2) 後期高齢者医療の保険料軽減などについては、引き続き地方

に負担を転嫁することなく、国が責任をもって対応すること。 

(3) 後期高齢者に対する保健(健診等)事業については、財政支援

の充実に努めること。 

(4) 被用者保険の被保険者及び被扶養者が漏れなく、後期高齢者

医療制度へ円滑に移行できるよう、広域連合と被用者保険者と

の連携強化について、必要な措置を講じること。  
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12 特定健診・保健指導について 
 

（要 旨） 

特定健診・保健指導は、生活習慣病の予防を通じて医療費削減を目指

し導入されたものであり、国は平成２５年度末までに、市町村国保にお

いては健診６５％、保健指導４５％の実施率を目標としております。 

その実施率の達成状況により、各保険者が負担する後期高齢者支援金

の加算・減算を行うこととなっておりますが、市町村国保の被保険者は

低所得者や高齢者の占める割合が高いことなどから、他の保険者のよう

な実施率の向上が構造的にできにくい性質を有していることは周知のと

おりであります。 

市町村国保においては、給付と負担の均衡が著しく損なわれ、財政は

まさに危機的状況にある中で、新たな負担増につながる特定健診・保健

指導の実施率による後期高齢者支援金の加算・減算措置は、市町村国保

の財政をさらに圧迫する恐れがあります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 特定健診・保健指導の実施率等による後期高齢者医療支援金の加

算・減算措置を撤廃すること。 
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13 地方単独事業の実施に伴う 

      国保の国庫負担金減額措置について 
 

（要 旨） 

少子・高齢者社会が急速に進展するなかでの少子化対策及び障害者対

策は、地方行政推進の重要な柱になっております。 

各地方自治体においては、子育て家庭や重度の障害者などの経済的負

担の軽減を図る観点から、地方単独事業として医療費の一部負担を軽

減・免除する助成制度を実施しています。 

しかし、国民健康保険事業に係る国庫負担金の算定においては、地方

単独事業として一部負担金を現物給付により支給している場合、全国的

に採用されている単独事業であるにもかかわらず、医療費の波及増とみ

なす国庫負担金の減額がなされており、財政運営上の大きな支障となっ

ております。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 乳幼児等に係る医療費助成の市町村単独事業に対しては、国民健康

保険に係る国庫負担金の減額措置を廃止すること。 
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14 介護保険制度の円滑な運営について 
 

（要 旨） 

 介護保険制度は、超高齢社会へ向かう我が国において、社会全体によ

る支援体制を確立するため導入されたものであります。 

 現在、各保険者は介護給付費等の増大により、厳しい財政運営を強い

られている状況にあり、制度の持続的かつ安定的な運営の視点に立った

対策が急務となっております。 

 介護保険制度を実効ある真の社会保障制度として定着させるためには、

国と地方自治体が十分に協議・調整のうえ、適時適切な措置を講じてい

くことが必要不可欠であります。 

 つきましては、介護保険制度の円滑な運営のため、次の事項について

適切な措置が講じられるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 介護給付費負担金については、各保険者に対し給付費の２５％を確

実に配分し、調整交付金は別枠とすること。 

 

２ 国が実施している低所得者対策は、利用料の軽減策が十分ではない

ことから、国の制度として、財政措置を含めて総合的かつ統一的な対

策を講じるよう見直しを行うこと。 

 

３ 介護療養病床削減計画の凍結にあたっては、市町村の意見を十分に

聞くとともに介護保険料及び地方自治体の財政負担が増大しないよう

必要な財政措置を講じること。 
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４ 特別養護老人ホームの整備にあたっては、低所得者の負担軽減、さ

らには高齢者の多様なニーズに対応するため、多床室の整備が必要で

あることから、地域の実情に応じた柔軟な整備ができるようにするこ

と。 

 

５ 介護従事者を確実に確保するとともに、介護報酬の一定割合が確実

に給与等に反映される仕組みを構築するなど、従事者の処遇改善を図

ること。 
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15 認知症高齢者グループホーム等に係る 

防火安全対策の強化について 
 

（要 旨） 

 本年３月１３日に札幌市で発生した認知症高齢者グループホームの痛

ましい火災事故により、７人もの尊い命が失われたことは、極めて遺憾

なことであります。 

 この施設につきましては、消防法施行令に規定するスプリンクラー設

備の設置基準面積である２７５㎡よりも小規模であるため、設置が義務

付けられておりませんでした。 

 入居者の安心・安全を図るためには、スプリンクラー等の設置が極め

て重要であることから、消防法施行令の見直しが必要であると考えます。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 認知症高齢者グループホーム等においては、すべての施設にスプリ

ンクラー等の消防用設備が設置されるよう、消防法施行令による面積

基準を廃止するなど設置基準の見直しを図るとともに、設置に係る交

付金交付基準については、小規模施設の負担等に配慮した見直しをす

ること。 
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16 障害者自立支援制度等の円滑な実施について 
  

（要 旨） 

 障害者が将来にわたり、地域で安心して暮らせる社会の実現を目指す

ため、障害者自立支援法の廃止や新法の検討にあたっては、持続的かつ

安定的な制度の構築が強く求められております。 

特に、入・通所施設の新体系への再編や対象となる障害の支給決定基

準やサービス支給量などについては、制度の谷間を生じない制度設計が

必要となります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 障害者自立支援法の廃止・新法の検討にあたっては、現行制度が一

定の定着をみていることを考慮するとともに、身体・知的の重複障害

者（児）等の重度障害者の実態に即したサービス充実や、安定的に利

用できる環境整備を図り、市町村等の意見を十分に聞き、分かりやす

い制度内容とすること。 

 

２ 障害福祉サービスの利用者負担を応能負担とする等、低所得者

に配慮した負担軽減を図り、このことに係る必要な財源措置を国

と地方との協議により講じること。 

 

３  自治体が実施主体となって行う地域生活支援事業については、 

障害者に対して適正な施策が継続して実施できるよう、事業実績 

を評価するなど、必要な措置を講じること。 
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４ 国土交通省が定める標準運送約款において、身体・知的障害者 

と同様に、精神障害者について割引制度を設けること。 
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17 発達障害の早期発見・早期療育体制の 

充実について 
  

（要 旨） 

 発達障害は、個人により障害の症状、程度が様々であり、早期の発見・

療育が必要で、診断には高度な専門性が必要とされます。しかし、現状

においては診断が可能な施設や専門医が不足しており、発達障害の発見

に時間がかかり、必要な支援が十分にできていない状況であります。 

 また、子ども発達支援センター等の支援施設におけるスタッフは、保

健師や保育士などが多く、十分な支援体制がとれていないところであり

ます。 

 国においては、発達障害者支援法に基づく発達障害者支援体制整備事

業等を推進しておりますが、専門医の養成や保健師等の人材育成などを

進め、早期発見・早期療育体制を充実・強化する必要があります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 発達障害に係る診断・診療が早期に対応できるよう、小児科医・児

童精神科医等の専門医の養成・確保を推進すること。 

  また、保護者等への適切な支援を行うため、保健師、保育士など発

達支援に関わる職種の人材育成の観点から、実務研修等を充実・強化

するほか、必要な財政支援を講じること。 
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18 法定受託事務に係る超過負担について 
 

（要 旨） 

法定受託事務は、国が責任を負っている事務であり、これに要する経

費については、国において確実に財源保証すべきものであります。 

しかしながら、この事務のなかには、経常的に超過負担が発生してい

るものがあり、市町村財政を圧迫している現状にあります。 

つきましては次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要請

いたします。 

 

記 

 

１ 国民年金事務費交付金については、市町村の超過負担が生じること

がないよう適正に交付すること。 

 

２ 生活保護費、児童扶養手当においては基準財政需要額に算入不足が

生じていることから、地方自治体の実態に即した基準財政需要額の算

定を行い、国の責任において確実に財源措置すること。 
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19 子ども手当について 
 

（要 旨） 

平成２２年度に創設された子ども手当については、平成２３年度から

の本格実施に向け、現在検討が進められております。 

このうち、地方の負担分のあり方については、所得税・住民税の扶養

控除の廃止等に伴う地方財政の増収分等を国と地方で負担調整するもの

とし、国と地方の役割分担・経費負担のあり方については、地域主権戦

略会議等で議論することとされています。 

 このような中で、平成２３年度概算要求においては、平成２２年度と

同様、地方・事業主負担を含めて予算計上しており、地方との十分な協

議がなされていない状況にあります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 平成２３年度以降の子ども手当の本格的な制度設計にあたっては、

地方の意見を十分に尊重し、必要な財源について、国が全額措置する

こと。 

  また、システム改修経費をはじめとする事務費・人件費等について

も、引き続き、国の責任において十分な財政措置を講じること。 

 

２ 総合的な子育て支援策に関しての国と地方の役割分担や経費負担の

検討にあたっては、地方に新たな負担が生じることのないようにする

こと。 
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20 父子家庭に対する福祉施策の充実について 
 

（要 旨） 

父子家庭については、雇用環境の変化などから、母子家庭と同様に育

児・教育・家事等の面で大きな悩みを抱えているケースが多くあるにも

かかわらず、母子及び寡婦福祉資金や母子家庭自立支援給付金事業等の

対象となっておりません。 

児童扶養手当については、平成２２年８月より父子家庭も支給対象と

なりましたが、これを契機にさらに格差のない体系的な支援制度の整備

が必要であります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 母子家庭と同様に、自立に向けた支援の必要な父子家庭についても、

経済的支援等を含む体系的な施策の整備充実を図ること。 
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21 「安心こども基金」の継続について 
 

（要 旨） 

 平成２０年度に創設された「安心こども基金」については、保育所等

緊急整備事業をはじめ、子育て支援に大きな役割を果たしております。 

同基金は、平成２２年度末までの事業とされておりますが、今後も保

育所待機児童の解消に向けた対策が強く求められております。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう要請い

たします。 

 

記 

 

１ 平成２２年度までの時限措置とされている「安心こども基金」につ

いては、平成２３年度以降も継続するとともに、更なる財源措置の拡

充を図ること。 
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22 公費負担による健康施策支援等の拡充について 
 

（要 旨） 

国においては、現在、少子化対策として妊婦健康検査等の公費負担拡

充がされておりますが、これらは時限措置とされております。しかし、

これらの施策は、安心して妊娠・出産ができる体制づくりを進める観点

からは一時的に措置される性格のものではなく、継続的な措置が求めら

れるものであります。 

また、細菌性髄膜炎に係るワクチン及び子宮頸がん予防ワクチンの定

期予防接種化や脳脊髄液減少症の治療法の早期確立・患者支援施策ほか

難病対策の充実など、国民の健康と安全を脅かす事態への対応も求めら

れております。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 平成２０年度及び平成２１年度補正予算において、臨時・緊急的な

措置として拡充された健康施策のうち、少子化対策などとして実施さ

れ定着している以下の事業については、一過性のものとすることなく、

継続的に十分な財政措置を講じること。 

 

① 妊婦健康検査の助成 

② 特定不妊治療費助成 

③ 女性特有のがん検診の助成 

④ 出産一時金の増額措置 
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２ インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）及び肺炎球菌による細菌性髄膜炎

については、適切な治療によっても予後不良となる場合が多いなど重

篤な疾病であることから、Ｈib ワクチン及び肺炎球菌（７価）ワクチ

ンを予防接種法における定期予防接種に位置づけること。 

また、市町村が実施する定期予防接種に対して、十分な財政措置を

講じること。 

 

３ 子宮頸がん予防ワクチンについては、女性特有のがん対策と位置づ

け、早急に定期予防接種とし、適切な接種年齢等の基準を定めるとと

もに十分な財政措置を講じること。 

 また、この対策の必要性の普及啓発にあたっては、児童・生徒の理

解が十分に得られるよう配慮すること。 

 

４ いわゆる「脳脊髄液減少症」については、早期に診断基準を明らか

にし、診断及び治療法を確立するとともに、患者負担軽減を図るため、

保険適用するなど患者支援施策を推進すること。 
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23 雇用対策について 
 

（要 旨） 

 我が国の経済動向は、一部に回復のきざしがみえるとはいえ、北海道

の地域経済においては非常に厳しい状況にあります。 

このような中で、緊急雇用対策基金の活用、介護や医療等の分野にお

ける雇用創出や新規高卒者等の雇用奨励などの雇用対策を講じておりま

すが、その環境は依然として厳しい状況にあります。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 緊急雇用対策として創設された緊急雇用創出事業やふるさと雇用再

生特別基金事業などの雇用・経済対策については、地域の実態を踏ま

えた雇用創出を図るため、より弾力的な運用を可能とするとともに、

積極的かつ強力に雇用・経済対策を推進し平成２３年度以降の継続に

ついても検討すること。 

  また、平成２２年度からの新たな取組みとしての介護・福祉等の分

野における再就職・能力開発対策や建設労働者の雇用の確保対策等を

着実に推進し、雇用の維持を図ること。 

 

２ 新卒者の就職状況が極めて厳しい中、新卒者体験雇用事業などの支

援強化策を着実に実行し、第２の「ロスト・ジェネレーション」をつ

くらないようにすること。 
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３ 経済関係団体および事業者等に対し、雇用の維持・確保、内定取消

しの防止、社員寮等の継続的使用などへの対応について、更なる指導・

要請の徹底を図ること。 

 

４ 季節労働者対策を進めるため、通年雇用化の促進、公共事業の平準

化等による冬期雇用の拡大及び建設事業主等の取組みへの支援の充

実・強化を図ること。 

  また、特例一時金については40日の暫定措置を堅持すること。 

 

５ 職業能力開発促進センター及び地域職業訓練センターについては、

特に厳しい北海道の雇用情勢の中で、再就職促進・人材育成など地域

に大きく貢献していることを十分に考慮し、引き続き、国の責任にお

いてその機能を維持すること。 
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24 農業に関する貿易交渉等について 
 

（要 旨） 

 北海道の農業は、恵まれた自然と豊富な土地・水資源を生かした生産

性の高い大規模で専業的な経営を展開し、我が国最大の食料供給基地と

して、また、地域を支える重要な基幹産業として大きな役割を果たして

おります。 

 しかし近年、輸入農産物の急増、就農者の高齢化による農家戸数の減

少や担い手不足の進行などに加え、ＷＴＯ農業交渉やＥＰＡ交渉など、

農業を取り巻く環境は極めて厳しく、農業地域の活力低下が懸念されて

おります。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記  

 

１ ＷＴＯ農業交渉及びＦＴＡ農業交渉にあたっては、非貿易的関心事

項への配慮など、日本提案の実現を目指すというこれまでの基本方針

を堅持すること。また、上限関税の設定に反対するとともに、重要品

目の数を十分に確保するなど、本道の主要産品である米や乳製品、で

ん粉、雑豆、砂糖等に係る適切な国境措置を確保すること。 

 

２ ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉にあたっては、本道の農産物の生産事情を十分

考慮し、米、牛肉、乳製品、小麦、砂糖などの重要品目について例外

措置を講じるなど、慎重な対応をすること。 
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３ 生乳消費量の伸び悩みや飼料の高騰など、畜産・酪農を取り巻く環

境が厳しい状況が続くなか、配合飼料の価格安定対策や自給飼料基盤

に立脚した畜産・酪農経営への支援など、抜本的な経営安定対策を推

進すること。 
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25 戸別所得補償制度の本格実施について 
 

（要 旨） 

 農業者への戸別所得補償制度については、平成２２年度から米をモデ

ルとして実施されておりますが、この実施状況を踏まえ、対象品目、支

援内容、加算措置などの検討を行うものとしております。 

 平成２３年度からの戸別所得補償制度の本格実施にあたっては、地域

農業の特性や実情を反映した制度とするとともに、生産性や品質の向上

等への努力が報われ、食料の安定的供給や生産者の所得の安定、生産意

欲の維持向上に資する仕組みとする必要があります。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 平成２３年度の戸別所得補償制度の本格実施にあたっては、生産者

及び自治体の意見を十分に尊重するとともに、本年度の戸別所得補償

モデル事業の十分な検証のもと、北海道農業の経営実態を的確に把握

し、畑作や酪農畜産など対象品目の選定をはじめ、真に自給率向上や

農業者の経営安定に資する有効な制度設計を図ること。 
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26 農業生産基盤整備事業の促進について 
 

（要 旨） 

 北海道の農業・農村は、豊かな自然と広大な土地資源を活かし、生産

性の高い専業的な経営を主体に、我が国における安全・安心な食料の安

定供給や国土・環境の保全などの面で重要な役割を果たすとともに、北

海道経済・社会を支える地域の基幹産業として発展してきました。 

 北海道においては、これまでの国の施策体系の下で、規模の大きな土

地利用型の農業が展開されていますが、これを支えるためには、農業生

産基盤整備事業の継続的・安定的な実施が不可欠であります。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 食料供給力の確保・向上に必要な農地、農業水利施設等の生産基盤

整備の実施については、必要な予算枠を確保するとともに、地域の創

意工夫を活かした柔軟な整備が可能となるような制度の見直しを検討

し、地元負担の軽減について配慮すること。 
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27 林業の振興について 
 

（要 旨） 

 森林は、国土保全、水源涵養、保健・文化・教育的利用の場を提供す

る機能に加え、地球温暖化防止、生物多様性の保全など多面的な機能を

有していることから、健全な森林の維持管理が強く求められています。 

 このような中で我が国の森林面積のおよそ４分の１を占める豊かな北

海道の森林は、重要な役割を果たしております。 

 豊かな森林を次世代に引き継ぐためには、森林・林業基本計画を着実

に推進し、長期的な視野に立った適切な森林の管理を通じて、多面的機

能の発揮を促進する具体的施策が必要であります。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 国土保全、水源涵養、保健・文化・教育的利用の場を提供する機能

に加え、地球温暖化防止、生物多様性の保全など多面的な機能を有す

る森林の整備・保全が必要であることから、森林整備保全事業計画を

着実に推進すること。 
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28 水産業の振興について 

 

（要 旨） 

 水産業は、食料の確保、特に良質蛋白資源の確保という観点から、我

が国にとって極めて重要な産業の一つであります。 

 しかしながら、世界的な水産物の需要の高まりから、他国との購入競

争の激化への対応や水産資源の回復・向上、さらには漁業就労者の減少・

高齢化など、解決しなければならない多くの課題を抱えております。 

 特に、近年のロシアにおける漁業資源管理体制は極めて厳しいものが

あり、北海道の漁業に深刻な影響を与えております。 

 このような状況から、北海道水産業の安定と振興を図るため、次の事

項について適切な措置が講じられるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 水産基本法に則り、漁業及び関連産業の経営安定対策を充実すること。

また、安全・安心な水産物の提供や輸出促進に向け、衛生管理の充実し

た水産基盤整備の促進並びに流通・加工施設等の整備に対する支援を充

実すること。 

 

２ ＷＴＯ交渉における対策を講じること。 

(1) コンブをはじめ主要品目に係る現行輸入割当制度を堅持すること。 

  (2) 水産物に係る現行関税水準を堅持すること。 

 

３ ロシア漁業資源管理体制に対応するため、対ロシア漁業外交を強力に

推進するとともに、民間漁業交渉に対する側面的支援を強化すること。 

 

４ 昆布巻き等の水産加工品の原料原産地表示を義務化すること。 
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５  産業廃棄物である漁業系廃棄物の処理対策及び資源化に関する調査

研究の推進と事業化を促進すること。 
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29 企業立地促進法に基づく支援措置の拡充 

について 
 

（要 旨） 

  北海道においては地域経済の活性化が大きな課題となっており、企業

誘致に向け、多くの市が力を注いでいるところであります。なかでも企

業誘致を支援している企業立地促進法の指定は、１７の地域で受けてい

るところであります。 

誘致にあたっては、製造業や情報関連産業などの業種から、機械装置

の投資額が大きな負担となっており支援措置の拡充の要請が強く寄せら

れております。 

 つきましては、企業立地促進のため、次の事項について適切な措置が

講じられるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 企業立地促進法に基づく地方交付税の減収補填措置の対象事業者に、

「通信業－その他の固定電気通信業」を追加すること。 

  また、機械・装置の減価償却資産についても減収補填の対象とする

こと。 
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30 中小企業の人材育成について 
 

（要 旨） 

１７９市町村を有する北海道にあって、中小企業研修機関としては、

中小企業大学校旭川校が唯一のものであり、中小企業の人材育成に大き

な役割を果たしているところであります。 

旭川校は北海道全域から中小企業の経営者・後継者等を受入れ、経営

管理や生産管理など中小企業が抱える高度な経営課題について実践的な

研修が行われています。 

平成２２年４月に実施された行政刷新会議「事業仕分け」において、

中小企業大学校は見直し・効率化を進めるとされ、「事業の実施は各自

治体／民間の判断に任せる」との評価結果でありましたが、北海道内で

は民間の研修機関が存在しないことや自治体での受け入れは財政面やノ

ウハウ等から困難な状況にあります。 

 つきましては、北海道内中小企業の経営基盤強化の観点から、次の事

項について適切な措置が講じられるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 中小企業大学校旭川校は、中小企業の経営力や競争力の向上のため

の人材育成に資する北海道唯一の研修機関であることから、中小企業

基本法における国の責務として、引き続き、国や独立行政法人中小企

業基盤整備機構が運営主体となって実施すること。 
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31 産炭国石炭産業高度化事業の推進について 
 

（要 旨） 

 国内唯一の坑内堀炭鉱である釧路コールマインでは、平成１９年度か

ら「産炭国石炭産業高度化事業」により、海外産炭国の技術者を対象と

した受け入れ研修事業、国内技術者の派遣を行い、関係国から高い評価

を受けているところであります。 

 また、将来にわたる海外炭の安定供給確保と研修指導員の技術の維持

が期待されるところであります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 「産炭国石炭産業高度化事業」を確実に推進するため、財源の安定

的確保と事業の長期継続を図ること。 
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32 北海道新幹線の建設促進について 
 

（要 旨）  

 北海道新幹線（新青森・札幌間）は、我が国の高速交通体系の骨格を

形成する上で極めて重要な国家的プロジェクトであり、「北の大地 北海

道」が、その個性を生かし、活力と魅力あふれる地域社会を創り上げ、

２１世紀の我が国に大きく貢献していくために、欠かすことのできない

社会資本であります。 

 また、東北、北関東、首都圏との文化・経済交流の促進や新産業の創

出等、北海道の様々な産業分野へ波及効果をもたらし、北海道の活性化

に極めて大きな役割を果たすものであります。  

新青森・新函館間の着工により、いよいよ北海道新幹線が北の大地に

第一歩を標すことになりましたが、新青森・新函館間の早期開業はもと

より、その効果が最大限に発揮される札幌までの延伸は、道民の長年の

悲願であります。 
つきましては、次の事項について特段のご配慮をいただきますよう強

く要請いたします。 

 

記 

 

１ 新函館・札幌間の全線フル規格での一日も早い認可・着工と早期完

成を図ること。 

 

２ 青函トンネル共用区間におけるすれ違い走行問題の早期解決及び新

青森・新函館間の早期開業を図ること。 

 

３ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務（国鉄清

算業務）利益剰余金の活用など、幅広い観点での建設財源の確保及び

地方負担に対する財源措置の充実強化を図ること。 
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33 治水事業等の整備促進について 
 

（要 旨） 

  北海道は広大な面積を有し、しかも大雨・豪雪・地震及び火山噴火な

どの自然災害が多いことから住民の生命と財産を守り、経済活動と生活

基盤を確保するため、治水事業等の整備促進は必要不可欠であります。 

 これまでも、台風や地震により人命、財産はもとより、経済活動及び

道民生活に極めて大きな被害が出ております。 

 このため、安全で活力ある国土基盤及び地域生活基盤の形成に向けた

治水事業等を一層促進する必要がありますので、次の事項について適切

な措置を講じられるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 大雨、地震などの自然災害に備え、河川事業、砂防事業等について

積極的に整備を進めること。 

特に、新たに策定された河川整備計画に基づく事業を円滑に推進す

ること。 

 

２ 海岸の高潮、侵食対策の着実な推進を図ること。 
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34 高規格幹線道路網をはじめとする 

     道路整備の促進について  
 

（要  旨） 

  道路は、道民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な施設であり、

高規格幹線道路から市町村道に至るまで中長期的な視点に立ち、体系的

かつ計画的に整備されるべきものであります。 

 北海道は国土の２２％という広大な面積を有し、１９０万都市札幌を

擁する道央圏域を中心に１００㎞以上の間隔をおいて、国内の他地域で

は県庁所在地に匹敵する都市を核にした６圏域が、それぞれ独自の生活

経済圏域を形成しております。  

 このようなことから、地域振興や社会経済活動の活性化を図るために

は、自動車交通への依存度が高くなり、更に積雪寒冷などの地域特性も

あることから、各圏域間を連携する高規格幹線道路をはじめとした、各

種道路の一層の整備促進が極めて重要な課題であります。 

 しかしながら、北海道における高規格幹線道路の整備は計画路線の約

５０％にとどまり、札幌を中心とする道央圏を除いてはネットワーク化

が十分でなく、地域経済の発展と住民生活に支障をきたしております。 

このことから、北海道においては引き続き計画的な道路整備が必要で

あり、道路財源の確保は重要かつ不可欠な制度であります。 

 つきましては、北海道の自立型経済を大きく進展させるため、次の事

項について適切な措置が講じられるよう強く要請いたします。 
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記 

 

１ 有料道路方式及び新直轄方式による高速自動車国道の整備を更に加

速すること。 

 (1) 着手している区間の早期完成を図ること。 

 (2) 新直轄方式区間のうち、抜本的見直し区間を早期に着手すること。 

 (3) 基本計画区間及び予定路線を早期に着手すること。 

 

２ 一般国道自動車専用道路整備の重点化・効率化を図ること。 

 

３ 地域高規格道路の整備促進を図ること。 

 

４ 一般国道の整備促進を図ること。 

 

５ 道路の中期計画（北海道版）を着実に推進するため、必要な予算を

確保し、地方が真に必要としている道路整備が遅れることがないよう

にすること。 

 

６ 地方の財政負担軽減に資する「地方道路整備臨時貸付金制度」の維

持・拡充を図ること。 
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35 港湾施設の整備促進等について  
 

（要  旨） 

  各港湾は、船舶による大量かつ低コストでの交通運輸の拠点として農

畜産物の大量輸送、工業製品等の効率的な輸移出入、観光拠点として人

と物の交流、さらには大規模災害時における防災機能の発揮など極めて

重要な役割を果たしております。 

 また、経済のグローバル化により、今後、ますます拡大する国際貿易

や国内物流において、我が国の物流拠点や備蓄基地を整備していく必要

があります。特に地震多発地帯である北海道の港湾においては、耐震強

化岸壁の整備を早急に進める必要があります。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 北海道の国際的な経済連携を促進するため、海上コンテナなどに対

応する港湾機能の高度化を図ること。 

 

２ 大型船舶の安全な入港を支える関連施設の整備、さらには、大規模

災害等に対応する臨海部防災拠点として、港湾の整備を促進すること。 

 

３ 港湾機能の適切な維持を図るため、水域施設・岸壁等の維持管理に

ついて、国の支援のさらなる充実を図ること。 
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36 空港の整備促進について 
 

（要 旨） 

北海道は広大な面積を有し、農業をはじめ各種工業製品の生産に加え、

豊かな自然を生かした観光産業が主要産業となっており、道内各都市は

各種関連事業を積極的に推進しております。 

 また、北海道は、首都圏や関西圏から遠隔の地にあることから長距離

を短時間で結ぶ航空交通は、人的交流や物流の拡大、さらには観光振興

においても道内各空港の整備は欠くことのできない重要な基盤整備であ

ります。 

 特に、新千歳空港については、国内の基幹空港として、また北海道に

おける最大の空の玄関口として重要な役割を果たしており、今後一層の

国際化を図るため、滑走路延長などの機能充実を図る必要があります。 

 つきましては、空港の一層の活用をはかり北海道の自立型経済を発展

させるため、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要請い

たします。 

 

記 

 

１ 北海道経済の活性化を図るため、新千歳空港の国際拠点化をはじめ

道内空港の整備に必要な予算を確保するとともに、道内外の航空ネッ

トワークの維持・拡充を図ること。 

 

２ 新千歳空港は、長距離国際路線の安定就航が可能な空港となるよう

滑走路延長等、空港機能の一層の強化を図っていくこと。 
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37 空港と道路の連携強化について 
 

（要 旨） 

北海道は、首都圏や関西圏から遠隔地にあることから、長距離を短時

間で結ぶ航空交通は、人的交流や物流の拡大並びに観光振興において大

きな役割を果たしております。 

 今後、一層長距離を短時間で結び北海道経済を活性化させるため、高

速大量輸送が可能な高規格幹線道路と空港を直結し利便性を高めること

が必要となっております。 

 つきましては、空港と高規格幹線道路の一層の有効活用を行い、北海

道経済の活性化を図るため、次の事項について適切な措置が講じられる

よう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 新千歳空港と道央自動車道を連結するインター線の整備を促進し、

早期供用開始を図ること。 

 

73



 

74



38 北海道観光の振興について 
 

（要 旨） 

  国は、２１世紀のわが国経済社会の発展のために、観光立国の実現は

不可欠な国家的課題であるとの認識に立ち、平成２０年に「観光庁」を

設立し、観光立国実現に向けた取組みを総合的かつ計画的に進めている

ところであります。 

北海道においては、観光産業がリーディング産業として重要な役割を

担っているなか、近年では東アジア地域からの観光客が増加しており、

特に、中国人の個人観光ビザ発給対象が中間所得層にも緩和されるなど

大幅な増加が期待されております。 

このような外国人観光客の増加またはリピーターの確保に向けては、

様々なニーズに対応した満足度の高い魅力ある観光圏域の創造や滞在型

観光地づくりに向けた施策に対する支援の拡充が必要であります。 

 つきましては、外国人観光客の利便性を高め、北海道全体の国際化及

び経済の活性化を促進するため、次の事項について適切な措置が講じら

れるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 多彩な観光資源に恵まれた北海道を国際的にも通用する観光地とす

るため、必要な措置を講じること。 

(1) 財政上、税制上又は金融上の特例的な措置の創設 

① 宿泊施設をはじめとする施設整備に係る課税の特例措置の創設 

② 航空機燃料税の軽減 

③ 特定免税店制度の創設 
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(2)  外国人の出入国に対応できるよう空港及び港湾におけるＣＩＱ

体制の整備充実を図ること。 

特に関税法、出入国管理法等の関係法令で指定されていない空港

への国際チャーター便の乗り入れ及び港湾においては需要に応じた

ＣＩＱ機関職員の万全な体制を構築すること。 

(3)  中国からの定期便の新千歳空港への乗り入れ制限を更に緩和する

こと。 
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39 北海道の開発行政のあり方について 
 

（要 旨） 

北海道は、ゆとりある広大な土地と豊かな自然に囲まれ、この地域特

性を生かした観光の振興とともに、我が国最大の食料供給基地としての

役割を担っております。また、同時にＩＴやバイオなどの先端産業の発

展に大きく貢献しているところでもあります。 

今後においても、北海道がそのポテンシャルを活かし、我が国の成長

にさらに貢献し、北海道各地域の均衡ある発展を実現していくためには、

将来に向けた社会資本の整備を計画的かつ着実に進めていかなければな

りません。 

つきましては、北海道の自立型経済を確立し、国土の発展を促進する

ため、次の事項について適切な措置が講じられるよう要請いたします。 

また、国土交通省の局の再編にあたっては、北海道の置かれている状

況を十分に斟酌し、現在の北海道局を存続させるとともに、予算の一括

計上など北海道開発の枠組みの堅持を強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 地域主権の観点から、将来に向けた二重行政の解消は進めるべきも

のであるが、改革にあたっては、地域の声を十分に聞くとともに、一

定の移行期間を設けるほか、地域が疲弊することのないよう十分な機

能を残すこと。 

  その際、今後の北海道の開発行政のあり方を先行して検討したうえ

で、改革後の北海道の姿などを明示し、道民はもとより、地方自治体

に不安が生じないようにすること。 
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２ 北海道がわが国の課題解決に貢献するためには、北海道局という必

要な組織体制の存続を含め、北海道総合開発計画、予算の一括計上、

特例措置という現在の北海道開発の枠組みを堅持するとともに、必要

な予算を確保すること。 
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40 公共事業の事務費補助廃止に伴う 

地方負担への措置について 
 

（要 旨） 

  国においては、直轄事業負担金の見直しに伴い、業務取扱費も見直し

の対象とされ、併せて補助事業における事務費補助についても廃止する

こととされました。 

この事務費については地方債で措置できるとされておりますが、起債

充当残の一般財源の拠出や後年度の償還経費など、地方にとっては財政

負担が生じることになるほか、そもそも直轄事業負担のない市町村につ

いては、事務費相当分が新たな負担となるものであります。 

つきましては、直轄事業負担金制度の改革に向け、引き続き、地方と

十分な協議を行うとともに、次の事項について適切な措置が講じられる

よう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 直轄事業負担金の見直しに伴う公共事業の事務費補助の廃止につい

ては、市町村の負担が増加することのないよう地方債ではなく、事業

費で措置するなど必要な財政措置を講じること。 
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41 循環型社会構築の推進について 
  

（要 旨） 

 「循環型社会形成推進基本法」をはじめとする廃棄物･リサイクル対策

関連法が順次施行されたことにより、大量生産・大量消費・大量廃棄型

の社会から循環型社会への移行を目指した仕組みが導入され、各都市は

良好な環境保全に向けた廃棄物行政の担い手として、極めて重要な役割

を果しているところであります。 

このような中にあって、家電製品をはじめとする不法投棄が依然とし

て後を絶たず、処理費用が市町村の財政を圧迫するなど、制度上の問題

も含めて大きな課題が残っておりますが、特に平成２３年の地上デジタ

ル放送への完全移行に伴い、テレビが大量に不法投棄される恐れがあり

ます。 

 つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

記 

 

１ 「容器包装リサイクル法」については、拡大生産者責任の考え方に

基づき、事業者責任の強化・明確化を図り、市町村と事業者の費用負

担及び役割分担のさらなる見直しを行い、現在、市町村が負担してい

る収集、選別、保管などの費用を確実に事業者の負担とすること。 

  また、上記費用が事業者の負担となるまでの間、市町村の負担が過

大とならないよう分別収集及び再商品化に伴う費用について適切な支

援措置を講じること。 
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２ 「家電リサイクル法」で回収が義務付けられた対象品目の不法投棄

が頻発していることから、これらの処理費用については、国の責任に

おいて抜本的対策を講じるとともに、製品購入時にリサイクル費用を

支払う前払い制の導入など、不法投棄防止のための適切な制度の改善

を行うこと。 

  また、平成２３年７月の地上デジタル放送への移行に伴い、テレビ

の不法投棄の増加が予想されることから、地上デジタル放送移行の広

報とともに適正排出に関する広報活動を強化すること。 
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42 環境モデル都市の拡充及び新エネルギー導入の 

促進について 
  

（要 旨） 

 地球温暖化対策は、国や地方、そして官民を問わず取組んで行かなく

てはならない喫緊の課題であります。 

 新エネルギーの導入や省エネルギーの推進は、市民生活や事業活動な

どに広く普及が見込まれ、二酸化炭素の排出削減に大きな効果が期待で

きますが、設備導入の際のコスト高などの課題があり、国や市町村によ

る補助の実施など、導入促進にかかる支援が必要であります。 

 つきましては、地域における新エネルギー導入や省エネルギー推進の

取組みの拡大に向け、次の事項について適切な措置が講じられるよう強

く要請いたします。 

 

記 

 

１ 低炭素社会を目指す「環境モデル都市」の取組みの確実な推進に向

けて、更なる選定の拡大を行うとともに、各種支援事業における環境

モデル都市の優先的採択など支援の拡充を行うこと。 

 

２ 新エネルギー導入の促進を図るため、市町村が行う高効率給湯器・

燃料電池などへの助成制度等の取組みに対しては、太陽光発電システ

ム・ペレットストーブに講じられている措置と同様、交付金制度の拡

充など十分な財政措置を行うこと。 
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43 施設解体費用に対する財政支援制度の創設に

ついて 
 

（要 旨） 

新たな施設整備を伴わない産業廃棄物処理施設の解体については、循

環型社会形成推進交付金制度の対象となっておらず、また、し尿処理施

設等の他の施設においても、国の財政措置がなく、解体費用は市町村の

負担となっております。 

解体には、一時的に多額の費用がかかるため、厳しい財政状況の中で

予算の確保ができずに閉鎖されたまま放置される施設も多くあり、周辺

環境への影響などが懸念されております。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 廃棄物処理施設、し尿処理施設等の閉鎖に伴う施設の解体において

は、一時的に多額の費用が必要であるほか、防災・防犯上、さらに景

観・環境保護の観点からも、このような施設の解体については、市町

村の財政負担が軽減されるよう、補助制度の創設や起債措置の拡充等

の適切な財政措置を講じること。 
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44 就園奨励費補助金の補助実績引き上げについて  
 

（要 旨） 

近年、女性の就業機会が増え、保育ニーズの急激な増加から全国的に

待機児童の解消のための施策が取り進められている状況の下において、

幼稚園での預かり保育の充実や認定こども園化など、その果たすべき役

割は今後さらに大きくなるものと考えられます。 

幼稚園就園奨励費補助金は、家庭の所得状況に応じての保護者の経済

的負担の軽減に資するなどにより、幼稚園への就園促進が図られており

ますが、必ずしも十分な補助実績になっていない現状にあります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 幼稚園教育の充実のため、市町村への就園奨励費補助金については

補助実績を１／３まで引き上げること。 
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45 国立大学法人運営費交付金の確保について 
 

（要 旨） 

 国立大学は、地域における「知の拠点」として、幅広い人材の育成な

ど我が国の発展の基礎としての役割を果たしているほか、地域の経済・

医療・教育・文化の振興に大きく貢献しており、その役割は一層重要な

ものとなっております。 

とりわけ北海道の経済・雇用情勢は依然として厳しい状況が続き、道

内自治体の財政問題をはじめ、地域医療、地域格差の問題など、乗り越

えなければならない難しい課題が山積しておりますが、今後、道内の国

立大学が自治体と連携し、課題の解決に向けて果たす役割は極めて大き

なものがあります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 地方の国立大学にあっては、人材養成に加え、「知的創造拠点」と

して教育・文化・産業・医療の振興など地域における様々な分野での

役割を持続的に果たしていることから、運営費交付金のこれ以上の削

減を行わないこと。 

 

２ 北海道の特性を活かした食料供給能力の強化、食の安全管理の推進、

食に係わる高付加価値化など、地域資源を活かす研究開発を進めるこ

とに対し必要な運営費交付金を措置すること。 

  また、直ちに効果が見えにくい基礎的・基盤的研究や外部資金の確

保の機会が少ない文化系教育系大学等について十分な配慮をするこ

と。 
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46 学校耐震化に対する国の 

支援措置の拡充について 
 

（要 旨） 

北海道における市町村立学校の耐震診断実施率及び耐震化率は、他の

都府県に比して大きく下回っており、災害発生時には、児童・生徒や地

域住民の緊急避難場所となる学校施設の耐震性能の確保が急務となって

おります。 

また、児童・生徒の急増期に建設した学校施設の老朽化が進んでおり

ますが、これらの施設については、耐震診断から工事着手までに一定の

期間を要することなどから、現行の補助率の嵩上げの時限措置期間内に

対応できない状況にあります。 

つきましては、次の事項について適切な措置が講じられるよう強く要

請いたします。 

 

記 

 

１ 地震防災対策特別措置法第４条に定める地震防災事業に係る国の負

担又は補助の特例等に関する規定については、平成２３年度以降も時

限措置期間を延長すること。 

また、耐震化工事における実施設計費については全額を交付対象と

するよう十分な財政措置を講じること。 
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47 北海道の自衛隊の体制堅持について 
 

（要 旨） 

  北海道はわが国の防衛戦略上重要な位置付けがなされ、国の防衛や災

害時の派遣など地域の安全と安心、更には国際的な安全保障環境の構築

に大きな役割を果たしております。 

 現在、国においては、新たな安全保障環境に対応するため、平成２２

年末を目途として現防衛計画の大綱見直しと中期防衛力整備計画の策定

が進められているところであります。 

これらの計画の見直しや策定にあたっては、これまで北海道が果たし

てきた国の防衛や国際協力等への積極的な支援・協力や北海道の地域経

済やまちづくりに与える大きな影響などにも十分配慮し、次の事項につ

いて適切な措置が講じられるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１ 自衛隊は国土の防衛はもとより、災害派遣による安全・安心の確保

に重要な役割を担うとともに、地域経済や地域社会、まちづくりに大

きな影響を与えていることから、防衛計画大綱の見直し等にあたって

は、現行の体制を堅持すること。 
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